
　「第２期宇都宮市子ども・子育て支援事業計画」計上事業の令和３年度の確保方策の実施状況等

【評価の凡例】

　◎：確保方策の実施状況が「計画値以上」かつ「利用実績を満たしている」事業

　△：確保方策が「計画値以下」かつ「利用実績以下」の事業

計画値 実施状況 凡例

1 幼児期の学校教育・保育
（１号認定）

１０，２４１人分 ９，１４１人分 ６，０８５人 〇 ７，７０３人

2 幼児期の学校教育・保育
（２号認定）

５，９０１人分
（うち３０２人分は弾力化）

６，４５９人分
（うち７８４人分は弾力化
活用）

６，４８１人 〇 ５，８０５人

3 幼児期の学校教育・保育
（３号認定　０歳）

２，１２８人分
（うち７８７人分は弾力化）

２，０６２人分
（うち７８７人分は弾力化
活用）

２，０５０人 〇 ２，１２８人

4 幼児期の学校教育・保育
（３号認定　１，２歳）

４，３２３人分
（うち３８３人分は弾力化）

４，２５７人分
（うち４０７人分は弾力化
活用）

４，４４９人 △ ４，３２３人

5 妊婦に対する健康診査

妊娠の健康の保持及び増進を図るため，妊婦
に対する健康診査として，健康状態の把握や
検査計測，保健指導を実施するとともに，妊娠
期間中適宜，必要に応じた医学的検査を実施
する事業

【実施場所】
　全国の医療機関
　（病院，診療所，助産院）
【実施体制】
　医療機関の医師
【検査項目】
　尿検査，血液検査等

計画の確保方策どおり

・健康診査を受けた人数
３，５５８人
・健康診査の実施回数
４４，８４６回

◎

・健康診査を受ける人数
４，１８１人
・健康診査の実施回数
５２，９１５回

6 乳児家庭全戸訪問事業
（こんにちは赤ちゃん事業）

生後4ヶ月までの乳児のいるすべての家庭を訪
問し，子育て支援に関する情報提供や養育環
境等の把握を行う事業

【実施体制】
　専門職２７人
　（助産師，看護師，保健
師）
【実施機関】
　市直営

【実施体制】
　専門職２５人
（助産師，看護師，保健
師）
【実施機関】
　市直営

全戸訪問を実施
（利用者数３，５５９人）

〇 全戸訪問を予定
（利用者数４，０８９人）

7 養育支援訪問事業

養育支援が特に必要な家庭に対して，養育支
援訪問員がその居宅を訪問し，養育に関する
指導・助言や育児・家事援助等を行うことによ
り，当該家庭の適切な養育の実施を確保する
事業

【実施体制】
　専門的相談支援員１人，
　育児・家事支援１人
【実施機関】
　市
【委託団体】
　宇都宮市母子寡婦福祉
連合会

計画の確保方策どおり 訪問事業の実施件数
２２１件

◎
訪問事業の実施件数
３９４件
※少ないほうが望ましい

8 地域子育て支援拠点事業
（子育てサロン事業）

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場
所を開設し，子育てについての相談，情報の提
供，助言その他援助を行う事業

・施設数
　子育てサロン　１２施設
　子どもの家　　 ５６か所
・延べ利用人数
　５８，２１０人/月

計画の確保方策どおり 延べ利用人数
４，５９１人/月

◎ 延べ利用人数
１３，０３４人/月

9
利用者支援事業
（専門職員による子育て相
談）

子育て支援を円滑に利用できるよう，子ども又
はその保護者の身近な場所で，教育・保育施
設や地域の子育て支援事業等の情報提供及
び必要に応じて相談・助言等を行うとともに，関
係機関との連絡調整等を総合的に実施する事
業

子育てサロン　１２施設
（公立７施設，民間５施設）

計画の確保方策どおり
子育てサロン　１２施設
（公立７施設，民間５施設）

◎ 子育てサロン　１２施設
（公立７施設，民間５施設）

　〇：確保方策の実施状況が「計画値以下」かつ「利用実績を満たしている」事業，又は確保方策の実施状況が「計画値以上」かつ「利用実績以下」の事業

利用実績
〔R4.3月末時点〕

評価

子ども部
子ども家庭課

・計画どおりの確保方策を構築できており，安心して妊娠期を過ごし，出産を迎えられる
よう，妊娠異常の予防や早期発見・早期治療を促し，妊婦の健康管理を適正に行ったほ
か，令和３年度より多胎妊婦への妊婦健康診査助成回数の上限を撤廃し，必要な枚数
を交付できるよう，制度改正を行った。
・今後とも，制度の十分な周知を行い受診率の向上に努めながら，健康診査を実施して
いく。

子ども部
子ども家庭課

・計画をやや下回る確保方策となっているが，出産後の育児支援や虐待の未然防止を
図るための全戸訪問による面接は実施できている。
・県主体の事業である「ようこそ赤ちゃん！支え愛事業」を効果的に活用するとともに，面
接率の向上や訪問指導員の確保及び質の向上に取り組みながら，引き続き全戸訪問に
よる面接を実施していく。

子ども部
子ども家庭課
こども家庭支援
室

・確保方策については，計画どおりの体制を構築できている。
・利用実績については，子育て世帯包括支援センターの保健師や子ども家庭支援室の
相談員による継続的な相談支援により，支援が必要な家庭が当該事業を利用すること
なく，適切な養育環境を確保することができたため，見込みを下回った。
・今後とも，計画に基づき，適正に事業を実施していく。

子ども部
保育課

教育委員会
事務局
生涯学習課

・確保方策については，計画どおりの体制を構築できている。
・利用実績について，子育てサロンにおいて新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
に予約制度を設けたことや，子どもの家において本県に緊急事態宣言が発出された期
間，施設を閉所したことに伴い想定していた利用人数を下回った。
・今後とも，利用者のニーズ等を踏まえながら，計画に基づき適正に事業を実施してい
く。

子ども部
保育課

№ 事業名 事業概要 所管課

確保方策
（供給体制） 【参考】

令和３年度の利用見込み
（量の見込み）今後の方向性

年間を通した待機児童ゼロの継続的な実現に
向け，本市の全市的な需要計画として教育・保
育施設の整備等による供給体制を確保するも
の

子ども部
保育課

・計画値は下回ったものの，利用実績を十分に満たす確保方策を実施しており，需要に
適切に対応した。
・引き続き，現行の確保方策を維持することにより，安定的な供給体制を構築していく。

・計画値以上の「利用定員の弾力化」を活用し，計画に掲げる確保方策の構築に取り組
んだものの，一部の事業では利用実績を満たすことができなかった。
・引き続き，計画に基づき，保育所等の施設整備等を着実に進めていくほか，「利用定員
の弾力化」のさらなる活用を図ることにより，年間を通した待機児童ゼロの継続的な実現
を目指していく。
※教育・保育施設の新規整備等により令和４年度までに２号認定で３０９人分，３号認定
（０～２歳）で３４５人分の確保方策を達成する見込み

・計画どおりの確保方策を構築できており，利用者に対して教育・保育施設への入所に
関する説明や子育てに関する情報提供などを行っている。
・今後とも，官民が一体となって適正に事業を実施していく。

別 紙 ２
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令和３年度の利用見込み
（量の見込み）今後の方向性

別 紙 ２

10 一時預かり事業
（幼稚園型）

教育標準時間の前後や長期休業期間中に，希
望者を対象に保育を行う事業

利用可能人数
４３０，０００人分

計画の確保方策どおり
延べ利用人数
２０４，２１３人

◎ 延べ利用人数
３００，９７３人

11 一時預かり事業
（一般型）

家庭において保育を受けることが一時的に困
難となった乳幼児について保育所のほか，認
定こども園等の場所にて一時的に保育を行う
事業
※ファミリーサポートセンター未就学児分を含
む

利用可能人数
６９，３６２人分

計画の確保方策どおり 延べ利用人数
３９，７６４人

◎ 延べ利用人数
４４，８９０人

12
子育て援助活動支援事業
（ファミリーサポートセンター
事業）

子どもの預かり等の援助を受けることを希望す
る者と，援助を行うことを希望する者との相互
の活動に関する連絡・調整等を行う事業

利用可能人数
１０，８８８人分

計画の確保方策どおり

・小学１～３年生の利用人数
　　　　　５，０００人
・小学４～６年生の利用人数
　　　　　４，３３８人
・合計　 ９，３３８人

◎

・小学１～３年生の利用人数
　　　　　　７，０９０人
・小学４～６年生の利用人数
　　　　　　３，７９８人
・合計 　１０，８８８人

13 子育て短期支援事業
（ショートステイ）

保護者の疾病等の理由により家庭において養
育を受けることが一時的に困難となった子ども
について，児童養護施設等において，概ね７日
/月を限度に，児童を児童福祉施設で預かり，
保護者の負担軽減を図るため，昼夜を通して
保護者に代わって養育を行う事業

宇都宮乳児院：２５２日
児童養護施設：１８６日
ファミリーホーム：２２日

宇都宮乳児院：２５２日
児童養護施設：４９３日
(うち３０７日は弾力的活
用)
ファミリーホーム：２２日

利用日数
延べ６１２日

◎
利用日数
延べ４６０日
※少ないほうが望ましい

14 延長保育事業

保育認定を受けた子どもについて，通常の利
用日以外の日及び利用時間以外の時間にお
いて，保育所や認定こども園等におい保育を実
施する事業

利用可能人数
５，４５７人分

計画の確保方策どおり 延べ利用人数
５，０７８人

◎ 延べ利用人数
４，７２１人

15 病児保育事業

保育を必要とする病児・病後児について，病
院・保育所等に付設された専用スペース等に
おいて，看護師等が一時的に保育等を行う事
業

利用可能人数
６，８５５人分

計画の確保方策どおり
延べ利用人数
２，５００人

◎
延べ利用人数
４，８２２人
※少ないほうが望ましい

16 放課後児童健全育成事業

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学
生に対し，授業の終了後に適切な遊び及び生
活の場を提供して，その健全な育成を図る事
業

利用可能人数
９，０３８人分

８，６７１人分
利用人数
６，７３１人

〇
利用人数
７，１３５人

17 実費徴収に係る補足給付を
行う事業

低所得世帯の子どもが教育・保育の提供を受
ける際に教材費や副食費に係る費用分の一部
を補助する事業

利用見込人数
１７，４４５人

計画の確保方策どおり
利用人数
５，６４６人

◎
利用見込人数
１７，４４５人

18 休日保育
仕事や病気等のために休日，家庭で保育がで
きない場合に保育を実施するもの

３０人/日
（民間２施設）

計画の確保方策どおり １７人/日 ◎ ２８人/日

子ども部
保育課

・確保方策については，計画どおりの体制を構築できており，要件を満たす利用希望者
に対して補助を実施できている。
・引き続き，国の運用に準じて適正に事業を実施していく。

子ども部
保育課

・確保方策については，計画どおりの体制を構築できている。
・今後とも，民間の保育施設と連携を図りながら，適切に事業を実施していく。

子ども部
保育課

・施設型給付の幼稚園等の増加に伴い，当該事業に取り組む事業者が増えていること
などから，計画の確保方策を構築できており，幼稚園などに通う幼児等の一時預かり事
業は着実に実施されている。
・引き続き，民間事業者と協力しながら，適正な事業実施に努めていく。

子ども部
子ども未来課

子ども部
保育課

・新たに緊急一時預かりなどに取り組む事業者が増加していることなどから，計画の確
保方策を構築できており，保育所や小規模保育事業所等における乳幼児の一時預かり
事業は着実に実施されている。
・今後とも，予約状況に応じた適切な人員体制の確保に努めながら，官民が一体となっ
て事業に取り組んでいく。
・また，ファミリーサポートセンターについては，希望者は全員，希望に沿った利用が可能
な状況となるよう，協力会員の確保を着実に行ってきたところであり，今後とも，協力会
員の質の維持・向上を図るととも，現在の取組を継続し，需要に見合う供給体制が確保
できるよう，数の確保に努めていく。

子ども部
保育課

・病院等の協力を得ることにより，計画どおりの確保方策を構築することができている。
・今後とも，病院等の関係機関と連携し，適正に事業を実施していく。

教育委員会
事務局
生涯学習課

・計画値は下回ったものの，利用実績を十分に満たす確保方策を実施しており，需要に
適切に対応できている。
・今後とも，利用者ニーズの把握に努め，適正な事業実施に努めていく。

子ども部
子ども未来課

・希望者は全員，希望に沿った利用が可能となるよう，協力会員の確保を着実に行って
きたところであり，計画どおりの確保方策を構築できている。
・今後とも，協力会員の質の維持・向上を図るとともに，現在の取組を継続し，需要に見
合う供給体制が確保できるよう，数の確保に努めていく。

子ども部
子ども家庭課

・関係機関において当該事業が認知され，支援が必要な家庭に広く周知することができ
たため，利用実績が増加した。これに対し，受け入れ先となる児童養護施設や乳児院に
おいて弾力的な運用により，受け入れ枠が拡充されたため，計画以上の供給体制を確
保し，ニーズに対応することができている。
・今後とも，ニーズを踏まえた確保方策の構築に努めながら，適正に事業を実施してい
く。

子ども部
保育課

・当事業については，利用者が利用したい時に利用できることが望ましいことから，計画
を上回る利用実績に対しても適切に対応し，計画及び利用実績を踏まえた確保方策を
提供することができている。
・過年度の利用実績を十分に加味しながら，今後とも，利用者ニーズに適切に対応でき
る体制を構築し，事業に取り組んでいく。
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